
議案第１９９号

平成３０年度さいたま市一般会計補正予算（第８号）

 平成３０年度さいたま市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５１３，８３７千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ５６１，８９３，０７９千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。

 （継続費の補正）

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。

 （繰越明許費の補正）

第３条 繰越明許費の追加は、「第３表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第４条 債務負担行為の追加は、「第４表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。

  平成３０年１２月２０日提出

 さ いたま市長  清  水  勇  人
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第２表

変　更 （単位　千円）

総 額 年度 年 割 額 年度 年 割 額

２８ 136,539 ２８ 136,539

２９ 432,846 ２９ 432,846

３０ 758,664 ３０ 654,300

３１ ― ３１ 104,364

２９ 2,277,860 ２９ 2,277,860

３０ 3,051,660 ３０ 2,527,500

３１ ― ３１ 524,160

5,329,520

10 教育費

小学校
費

２
仲 町 小 学 校
校 舎 増 築 事 業

1,328,049 1,328,049

３
中学校
費

新設美園地区中学校
整 備 事 業

5,329,520

総　 額

継　　続　　費　　補　　正　

款 項 事 業 名
補 正 前 補 正 後
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第 ３ 表

追　加 （単位  千円）  

3 民生費 3 老人福祉費 老人福祉施設等管理運営事業 174,300

中学校管理運営事業 197,389

2 小学校費

3 中学校費
中学校新設校建設事業 498,442

小学校営繕事業 6,287

小学校校舎増改築事業 11,201

就学事務事業 4,075

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

款 項 事     業     名 金   額

特別支援教育推進事業 999

10 教育費

7 保健体育費

1 教育総務費

学校保健事業 5,394

小学校管理運営事業 6,636

学校給食管理運営事業 20,643
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第４表

追　加 （単位　千円）

事　　　　　         　項 期　　　間 限　　　度　　　額

美園南中学校生徒バス送迎業務
平成３０年度から
平成３１年度まで

５,３９５

美園小学校仮設校舎賃借料（延長分）
平成３０年度から
平成３１年度まで

１,６８５

債　務　負　担　行　為　補　正
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第５表

変　更

5.0％以内 政府資金につい

（ただし、 てはその融資条

利率見直し 件により、銀行

方式で借り その他の場合に

入れる資金 はその債権者と

について、 協定するものに

利率の見直 よる。ただし、

しを行った 市財政の都合に

後において より据置期間及

は、当該見 び償還期間を短

直し後の年 縮し、又は繰上

度における 償還若しくは低

利率とす 利に借換えする

る。） ことができる。

中学校建
設事業

2,431,600 2,097,300

地　　方　　債　　補　　正

（単位　千円）

起 債 の
目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

（ 補 正 前 に 同 じ 。 ）3,320,400

老人福祉
施設整備
事業

1,561,300

普通貸借
又    は
証券発行

1,552,700

3,391,600
小学校建
設事業
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